
㉔

　　
〜
２
０
１
９
年
４
月
１
日
か
ら

働
き
方
改
革
関
連
法
が
順
次
施

行
さ
れ
ま
す
〜

　
労
働
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
応
じ

た
多
様
な
働
き
方
を
選
択
で
き
る
社
会

を
実
現
す
る
働
き
方
改
革
を
総
合
的
に

推
進
す
る
た
め
、
長
時
間
労
働
の
是
正
、

多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
の
実
現
、
雇
用

形
態
に
関
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
の
確

保
等
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
よ
う
関

係
法
令
が
改
正
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
栃
木
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ「
働
き
方
改
革
関
連
法
関
係
」

（https://jsite.m
hlw.go.jp/tochigi-

roudoukyoku/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

　
栃
木
労
働
局
雇
用
環
境
均
等
室

　
☎
０
２
８-

６
３
３-

２
７
９
５　

 　
人
口
減
少
や
高
齢
化
に
よ
り
社
会

環
境
が
変
化
す
る
な
か
、企
業
・
地
域

団
体
等
、多
様
な
主
体
が
協
働
し
て
活

力
に
満
ち
た
地
域
社
会
を
つ
く
っ
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

11
月
は
、
社
会
貢
献
活
動
や
協
働
に
つ

い
て
県
民
の
皆
さ
ま
に
理
解
を
深
め
て
い

た
だ
く「
と
ち
ぎ
協
働
推
進
月
間
」で
す
。

　
県
内
各
地
で
県
・
市
町
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ

等
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
取
組
み
を
推
進

す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
協
賛
事
業

が
実
施
さ
れ
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
県
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
県
県
民
文
化
課

　
☎
０
２
８-

６
２
３-

３
４
２
２

▼
そ
の
他　
費
用
無
料
、
予
約
者
優
先

　
（
当
日
参
加
も
可
）、
相
談
時
間
１
時

　
間
以
内
（
目
安
）

▼
申
込
み
・
問
合
せ

　

栃
木
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
☎
０
２
８-

６
２
３-

３
３
３
７

　
　

　　
法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、
女

性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題

に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
目
的

に
、
11
月
12
日
か
ら
18
日
ま
で
の
１

週
間
を
全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
と
し
ま
し
た
。

強
化
週
間
中
は
、
女
性
の
人
権
問
題

に
詳
し
い
人
権
擁
護
委
員
が
女
性
に

対
す
る
配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
等
か

ら
の
暴
力
や 

職
場
等
で
の
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
等
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
に
つ
い
て
、

時
間
を
延
長
し
て
電
話
で
応
じ
ま
す
。 

　
相
談
は
秘
密
厳
守
と
な
り
ま
す
の

で
、
安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
期
　
間　
11
月
12
日
㈪
〜
18
日
㈰

▼
時 

間　
午
前
８
時
30
時
〜
午
後
７

　
時（
土
日
は
、午
前
10
時
〜
午
後
５
時
）

▼
実
施
機
関　

宇
都
宮
地
方
法
務
局 

　
栃
木
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

▼
相
談
番
号
　
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
０
５
７
０-
０
７
０-

８
１
０

事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

「
働
き
方
」が

　 

変
わ
り
ま
す
‼

11
月
は「
と
ち
ぎ
協
働

推
進
月
間
」で
す

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

電
話
相
談
開
設

▼
日　
時　
11
月
３
日（
土
・
祝
）午
前

　
10
時
〜
午
後
３
時

▼
場　
所　
大
田
原
市
総
合
文
化
会
館

　

第
２
会
議
室

▼
内　
容　
土
地
家
屋
調
査
士
、
司
法

　
書
士
お
よ
び
行
政
書
士
の
業
務
に
関

　
す
る
相
談

▼
相
談
員　
土
地
家
屋
調
査
士
、
司
法

　
書
士
お
よ
び
行
政
書
士

▼
相
談
料　
無
料
（
時
間
制
限
な
し
）

※

電
話
で
の
事
前
予
約
は
お
受
け
し
ま

せ
ん
。当
日
会
場
で
受
付
を
し
て
く
だ

さ
い
。ま
た
、
必
要
に
応
じ
相
談
に
関

す
る
資
料
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

〇
栃
木
県
土
地
家
屋
調
査
士
会

　
☎
０
２
８-

６
２
１-

４
７
３
４

〇
栃
木
県
司
法
書
士
会

　
☎
０
２
８-

６
１
４-

１
１
２
２

〇
栃
木
県
行
政
書
士
会

　
☎
０
２
８-

６
３
５-

１
４
１
１

三
士
会
法
の
日

　
　
　
無
料
相
談
会

確認しましょう！
栃木県の最低賃金
時間額８２６円

　栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその
使用者に適用されます。
　一般労働者はもちろん、 臨時、 パート、アルバイト等にも適用されます。
　なお、特定の産業には、特定最低賃金が定められています。
　詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室（☎０２８－６３４－９１０９）
または、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

▼
日
　
程　
10
月
12
日
㈮
午
後
１
時
〜

　

７
時
、
13
日
㈯
午
前
11
時
〜
午
後

　

５
時

▼
場
　所　
福
田
屋
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
プ
ラ

　
ザ
宇
都
宮
店
３
階
大
催
事
会
場
前
特

　

設
会
場（
宇
都
宮
市
今
泉
町
２
３
７
）

▼
相
談
内
容　
労
使
関
係
の
ト
ラ
ブ
ル

▼
対
応
者　
栃
木
県
労
働
委
員
会
委
員

　
（
弁
護
士
等
）

栃
木
県
労
働
委
員
会
に
よ
る

労
働
相
談
会
の
お
知
ら
せ

平成３０年１０月１日発効


